
 

貨物自動車運送事業者の長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた取

組の周知・協力を要請しました 

 

 

貨物自動車運送事業者は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災

支給決定件数が最も多い業種であることから、令和６年４月からの時間外労働の上限規制

の適用開始に向けて、トラック運転者の長時間労働の是正等を一層積極的に進める必要が

あります。 

一方、貨物自動車運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努

力だけでは見直すことが困難なものがあります。トラック運転者の負担を軽減し健康に働

けるよう、長時間の荷待ちの改善に向け、荷主の方のご理解とご協力が必要不可欠です。 

福島労働局（局長 井口 真嘉）では、令和５年５月 15日（月）、トラック運転者の長時

間・過重労働防止の観点から、公益社団法人福島県トラック協会長、東北運輸局福島運輸

支局長及び福島労働局長の連名で、福島県経営者協会連合会長に会員企業等への周知等の

協力を要請しました。  

 

 

＜要請事項＞  

〇長時間の恒常的な荷待ちの改善の理解と協力について  

〇「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）の周知及び遵守へ

の理解と協力について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井口局長（右から３人目）から小野福島県経営者協会連合会長（右から４人目）に要請

書を手渡しました。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

 福島県経営者協会連合会板橋専務理事、同阿部副会長、同小野会長、福島労働局井口局

長、福島県トラック協会佐藤会長、福島運輸支局佐藤支局長、福島県トラック協会荒川専

務理事 

 

 

 

 

 

問い合わせ  

この記事に関する問い合わせ先 

福島労働局 労働基準部 監督課 TEL：024-536-4602 

 

 


